
１ 就学援助制度とは

経済的な理由により、お子さまを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、学用品費や給食
費などを援助する制度です。

２ 対象になる方 ※次に掲げる方で「３ 主な申請理由」のいずれかに該当する方

■ 広島市立の小・中学校に通うお子さまの保護者
■ 広島市に居住し、広島市立以外の小・中学校に通うお子さまの保護者 など

【問合せ先】
お子さまが通っている学校
又は広島市教育委員会学事課 電話:(082) 504‐2469

３ 主な申請理由

世帯人数
(世帯構成)

２人
(親1人・中学２年生)

３人
(親２人・中学２年生)

４人
(親２人・中学２年生

・小学３年生)

５人
(親２人・中学２年生
・小学３年生・２歳)

給与収入の目安
(世帯合計)

約４０６万円 約４６４万円 約５２７万円 約５６２万円

■ 経済的にお困りの方（認定基準と年間総所得の比較による審査(※)を行います。）
■ 児童扶養手当の支給を受けている方
■ 生活保護を受けている方 など
申請理由によって添付書類が異なります。詳しくは、「令和７年度就学援助制度について（お知らせ）
（以下「就学援助のお知らせ」といいます。）を御確認ください。

４ 主な支給費目と支給額

◆ 提出書類 ： 「令和７年度 就学援助費申請書」（「就学援助のお知らせ」内にあります。）

※申請時には必ず内容を御確認ください。

◆ 提 出 先 ： 「お子さまが通っている学校」又は「広島市教育委員会学事課」（どちらも郵送可）

◆ 受付期間 ： 随時、受け付けています。（令和７年４月までに申請した場合は４月から認定。令和７年５月

以降に申請した場合は申請月から認定となります。）

※ 制度の詳細は、「令和７年度 就学援助制度について（お知らせ）」を御確認ください。

区 分
新 入 学

学用品費等
学用品費等 給食費 ・ 修学旅行費 ・ 野外活動費

小学校
１ 年 54,060円 13,230円

実費
（一部、限度額あり）

２～６年 15,500円

中学校
１ 年 63,000円 25,040円

２・３年 ２７，３１０円

就学援助制度について

※ 所得審査における認定となる目安額（給与収入の場合）について

広島市教育委員会

保護者のみなさまへ

※世帯の人数、年齢により給与収入の目安は異なりますので、大まかな目安としてください。

大切な
お知らせ

※在籍する学校、認定区分、住所地等により支給費目が異なります。 詳しくは、「就学援助のお知らせ」を
御認認ください。

【概要版】

「就学援助制度」
に関する情報は
こちら ☛



- 1 - 

 

 
 
 

 

 

令和７年度 就学援助制度について（お知らせ） 
 

広島市では、経済的な理由により、お子さまを小・中学校へ就学させるのにお困りの方に対して、学用品費や修学旅

行費などの一部を援助する就学援助制度を実施しています。次ページの支給要件に該当する方は御利用ください。 

 広島市立の小学校、中学校、広島市が教育事務を委託している学校(呉市立昭和北小学校、海田町立海田南小学校、

呉市立昭和北中学校)及び他の市町村立に在籍する児童又は生徒の保護者を対象とした援助については、支給費目が異

なるため、市立校用のお知らせを御確認ください。 

 

１ 援助の種類及び支給額  
 
 

⑴ 援助の種類（支給費目） ※ ○は支給費目であることを示します。 
 

生活保護の受給 
新 入 学 
学用品費等 

学用品費等 
(校外活動費含む) 

修学旅行費 
(宿泊を伴うもの) 

野外活動費 
(宿泊を伴うもの) 

なし ○ ○ ○ ○ 

あり - - ○ - 

  

 

⑵ 援助の支給額 （金額は、令和６年度の年額です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

〔注〕 「実費」とは、実際にかかった費用のうち、援助の対象として認められる金額です（実際にかかった
金額と異なる場合があります。）。また、修学旅行費及び野外活動費には限度額があります。 

 
 

⑶ 各支給費目の支給と認定期間等 

「認定」となった場合でも、認定期間によっては、支給対象とならないものもあります。 

 ① 「学用品費等」は、「前期（４～６月分）」と「後期（７～３月分）」の年２回に分けて支給します。 

ただし、年度途中から「認定」になった場合は月割りで支給します。 

 ② 「新入学学用品費等」は、４月に「認定」を受けている場合のみ支給します。ただし、入学前に支給を受けてい

る場合は、重ねて支給しません。 

 ③ 「修学旅行費」、「野外活動費」は、実施時期に「認定」を受けている場合のみ支給されます。また、小学校又は

中学校を通じ、それぞれ１回を限度として支給します。 

※ 「修学旅行費」、「野外活動費」については、実施後に学校が精算を行い、２～３か月後に支給します。そのた

め、学校から費用の請求があった場合は、あらかじめ納入をお願いします。 

④ 母子生活支援施設入所による入進学支度金など、他の支援制度により、同趣旨の給付を受けられる場合、就学

援助費からその費目の支給はできません。 

広島市にお住まいの保護者のみなさまへ （国立、県立、私立の小学校・中学校用） 

区 分 
新 入 学 
学用品費等 

学用品費等 
(校外活動費含む) 

修学旅行費 野外活動費 

小学校 

１  年 54,060 円 13,230 円 
実 費 

（限度額 29,300 円） 
実 費 

(限度額あり) 
２～６年  15,500 円 

中学校 

１  年 63,000 円 25,040 円 
実 費 

（限度額 58,000 円） 
実 費 

(限度額あり) 
２・３年  27,310 円 

 

中等教育学校 
前期課程を含む 

広島市教育委員会 
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２ 援助を受けることができる方（支給要件）  

 国立、県立、私立の小学校、中学校又は中等教育学校前期課程に在学する児童又は生徒の保護者で、広島市に住所が

あり、下表の区分１～１０のいずれかに該当する方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔注〕 就学援助の審査に際しては、世帯全員の市民税の課税情報、住民基本台帳上の住民情報及び申請理由の各制度の情報を

申請者の同意を得て、各関係機関へ確認します（詳しくは「就学援助費申請書」の「委任・承諾」欄を御覧ください。）。 

 

区分 申 請 理 由 申請に必要な証明書類等（返却しません） 

１ 生活保護を受けている方 
証明書類は必要ありません。 

２ 令和６年４月１日以降に生活保護が停止又は廃止になった方 

３ 

市民税の減免を受けている方 ・市民税・県民税賦課決定通知書の写し など 

個人事業税の減免を受けている方 ・個人事業税減免通知書の写し など 

固定資産税の減免を受けている方 
（家屋新築による減額とは異なります。） 

・固定資産税減免通知書の写し など 

４ 
世帯の２０歳以上の方全員が国民年金保険料の申請免
除を受けている方（納付猶予された方を含みます。） 

・国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の
写し （世帯の 20 歳以上の方は全員必要です。） 

５ 国民健康保険料の減免又は徴収猶予を受けている方 ・国民健康保険料減免申請等に伴う決定書の写し 

６ 
児童扶養手当の支給を受けている方 
（児童手当又は特別児童扶養手当とは異なります。） 

・児童扶養手当証書の写し 
（児童扶養手当認定通知書とは異なります。） 

７ 生活福祉資金の貸付を受けている方 ・生活福祉資金貸付決定通知書の写し 

８ 
雇用保険の失業給付を受けている方 
（世帯員に収入のある方がいる場合は、対象にならないことが
あります。） 

・雇用保険受給資格者証の写し 
※雇用保険の受給者以外の世帯員については、別途、所
得等の審査を行います。 

９ 

経済的にお困りの方（生活保護世帯を除く、収入の少ない世帯） 

   令和６年１月１日から現在まで、 
広島市に住所がある方 

証明書類は必要ありません。 
※世帯全員の市民税の課税情報が確認できない場合は、
証明書類の提出をお願いする場合があります。 

令和６年１月１日現在、 
広島市外に住所があった方 

住所があった市区町村が発行する令和６年度(令
和５年中の所得です)の所得の証明書（コピー可） 
※令和６年度就学援助申請のため広島市に提出済の方
は、必要ありません。 

令和７年１月１日現在、 
広島市外に住所があった方 

住所があった市区町村が発行する令和７年度(令
和６年中の所得です)の所得の証明書（コピー可） 
※令和７年６月以降、住所地の市区町村に請求して、追

加で学校に提出してください。 

➀ 市民税が６月頃決定されるため、認定基準と年間総所得の比較による審査は年に２回行います。 
・ 前期（４月～６月分）の支給については、令和６年度（令和５年中）の所得を基に審査を行います。 
・ 後期（７月～３月分）の支給については、令和７年度（令和６年中）の所得を基に審査を行います。 
このため、後期の審査結果については、前期と審査結果が異なる方にのみ通知します。 

〔注１〕年間総所得とは…給与所得者の場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。事業所得者の場合は、年間

収入金額から必要経費を引いた金額です。マイナス所得等は０円とみなして合算し、損益通算、損失の繰越控

除は適用しません。世帯の中で２人以上所得がある場合は、世帯全員の所得を合算した額です。適用される所

得控除は、社会保険料控除、小規模共済等掛金控除、生命保険料控除(限度額 35,000 円)です。 

〔注２〕 支出面（住宅ローン・進学費用・返済金等）については考慮しませんので、あらかじめ御了承ください。 

〔注３〕 確定申告の修正等により、年間総所得に修正があった場合には、再度、修正後の所得による審査を行います。

その結果、「認定」から「不認定」に変わった場合は、支給済みの就学援助費のうち、不認定となった日以降の

就学援助費は返還していただきます。 

② 令和６年度から、審査に用いる生活保護基準を、令和５年度（１０月以降）のものに変更しています。 
変更後の認定基準は以下のとおりです。世帯員の年齢・学年により金額は異なりますので、大まかな目

安としてください。 
※該当するか否かについて、申請書提出前のお問合せには対応しておりません。  

世帯人数 

(世帯構成) 

２人 

(親 1人・中学２年生) 

３人 

(親２人・中学２年生) 

４人 

(親２人・中学２年生・

小学３年生) 

５人 

(親２人・中学２年生・

小学３年生・２歳) 

認定基準 
(給与収入の目安) 

約２２７万円 
(約４０６万円) 

約２６７万円 
(約４６４万円) 

約３１１万円 
(約５２７万円) 

約３３６万円 
(約５６２万円) 

 

１０ 

その他特別な事情があり、現在お困りの方 
・今年になって世帯の収入が激減した場合 

（定年退職及び就学のための退職を除く。） 

・離婚協議中で別居している場 

・災害にあった場合 など 

収入激減した世帯員の直近３か月の収入（給与・賞与）
が分かるもの（給与明細・賞与明細等）又は失業、休職
したことが確認できる書類など。 
その他状況に応じて必要な書類が異なりますので、各

学校又は学事課へ御相談ください。 
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◆子育ての負担を軽減するための支援制度の御案内◆ ※就学援助の相談窓口ではありませんので、御注意ください。 
 
就学援助制度以外にも以下のような制度があります。 
 

支援制度 内 容 

児童手当 高校生年代（18 歳到達後の最初の年度末まで）までの児童を養育している方に手当を支給します。 

児童扶養手当 ひとり親家庭等の児童を養育している方に手当を支給します（所得制限等があります。）。 

母子・父子福祉資金貸付 母子・父子家庭の方等に無利子又は低金利で資金を貸し付けます。 
 

制度の詳細については、各区福祉課に御確認ください。 
 

中 区  (082)504-2569 東 区 (082)568-7733 南 区 (082)250-4131 西 区 (082)294-6342 

安佐南区 (082)831-4945 安佐北区 (082)819-0605 安芸区 (082)821-2813 佐伯区 (082)943-9732 

 

３ 申請の方法  ※令和６年度に就学援助を受けている方も新たに申請が必要です。  

裏面の就学援助申請書に必要事項を記入し、申請に必要な証明書類等を添えて提出してください。 

事情があって証明書類を添えることができない場合、又は証明書類を添えるのが遅れる場合は、申請書を先に提出

し、証明書類を添えられない事情等を学校に御相談ください。 
 

申請できる方 
申請書 
提出期限 

提出先 
審査結果 
送付予定日 

最初の支給 
予定日 

・在校生 

・新入生 

（同じ学校に兄姉がいる場合） 

令和７年 

２月７日（金） 学校 

又は広島市教育

委員会学事課 

（郵送でも可） 

令和７年 

５月上旬 

令和７年 

５月末日 

・新入生又は転入生 

（同じ学校に兄姉がいない場合） 

令和７年 

４月１１日（金） 

令和７年 

６月中旬 

令和７年 

６月末日 

〔注１〕 申請書提出期限後、年度途中においても、転入・区域外就学された方、特別な事情が発生した方やその他申請を希望さ

れる方の申請を随時受け付けます。この場合、原則として申請書を提出された月以降の援助となります。 

なお、最初の支給時期は、原則として認定通知発送から１～２か月後の月末になります。 

〔注２〕 転校予定の方は、転校手続後、転入先の学校へ申請してください。 

〔注３〕 令和７年度に兄弟姉妹が小学校と中学校に在学する場合、又は事情により兄弟姉妹が別々の学校に在学する場合は、 

それぞれの学校に申請書を提出してください。 

〔注４〕 証明書類が不足している場合等の理由により、支給日が遅れることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

就学援助のことで分からないことがありましたら、 

お子さまが通っている学校又は広島市教育委員会総務部学事課へ御相談ください。 
  

学事課  電話:(082) 504‐2469  
ＦＡＸ:(082) 504‐2328  E-mail:gakujika@city.hiroshima.lg.jp 
住所:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目４－２１ 市役所北庁舎（中区役所）６階 

 

◆生活にお困りの方の自立相談支援の御案内◆ ※就学援助の相談窓口ではありませんので、御注意ください。 
 

広島市では、生活保護を受給するまでではないものの、様々な理由で生活（くらし）に困っている方の自立に向けた相談支援機関とし
て、「くらしサポートセンター」を開設しています。 

「収入が少なく生活が苦しい」、「長い間仕事から離れていて、なかなか仕事が見つからない」、「借金があって生活が苦しい」など、お困
りの時は同センターへ御相談ください（相談無料）。 
対 象 者： 広島市内に住所又は居所のある方で、経済的な面で生活にお困りの方（生活保護受給中の方は除く。） 

相談日時： 平日８時３０分～１７時１５分（土日、祝日、8/6、12/29～1/3を除く。） 
相談窓口： お住まいの下記の区くらしサポートセンターへ御相談ください。 
 

区 所 在 地 電話番号 

中区 中区大手町四丁目 1-1大手町平和ビル 5 階 中区社会福祉協議会内 (082)545-8388 

東区 東区東蟹屋町 9-34 東区総合福祉ｾﾝﾀｰ 4 階 東区社会福祉協議会内 (082)568-6887 

南区 南区皆実町一丁目 4-46 南区役所別館 3 階 南区社会福祉協議会内 (082)250-5677 

西区 西区福島町二丁目 24-1 西区地域福祉ｾﾝﾀｰ 4 階 西区社会福祉協議会内 (082)235-3566 

安佐南区 安佐南区中須一丁目 38-13 安佐南区総合福祉ｾﾝﾀｰ 5 階  安佐南区社会福祉協議会内 (082)831-1209 

安佐北区 安佐北区可部三丁目 19－22 安佐北区総合福祉ｾﾝﾀｰ 4 階 安佐北区社会福祉協議会内 (082)815-1124 

安芸区 安芸区船越南三丁目 2-16 安芸区総合福祉ｾﾝﾀｰ 3階 安芸区社会福祉協議会内 (082)821-5662 

佐伯区 佐伯区海老園一丁目 4-5 佐伯区役所別館 5 階 佐伯区社会福祉協議会内 (082)943-8797 

 



同
一
校
の
児
童
又
は
生
徒 

フリガナ 本人と 
の続柄 

生 年 月 日 
令和７年度の 
学 校 ・ 学 年 

申請者との同居・別居の別 
申請理由(該当番号に○をしてください)  

１ 生活保護の受給 

２ 生活保護の停止又は廃止 

３ 市民税の減免、個人事業税の減免、

固定資産税の減免 

４ 国民年金保険料の免除 

５ 国民健康保険料の減免・徴収猶予 

６ 児童扶養手当の支給 

７ 生活福祉資金の貸付 

８ 雇用保険の失業給付 

９ 経済的に就学困難な状態 

10 その他特別な事情 

氏  名 

 
本人 

平 

．  ． 

学校 

学年 

 

同居・別居（申立書必要）  

 
本人 

平 

．  ． 

学校 

学年 
同居・別居（申立書必要） 

 

 
本人 

平 

 ．  ． 

学校  

学年 
同居・別居（申立書必要）  

本
人
以
外
の
世
帯
状
況
（
同
居
し
て
い
る
人
は
す
べ
て
） 

フリガナ 本人と 

の続柄 
生 年 月 日 他校の場合 

小中学校名 

収入(1～12月) 1月 1日の住所地 

氏  名 Ｒ5年 

 

Ｒ6年 

 

Ｒ6.1.1 Ｒ7.1.1 

  大・昭・平・令 
 
  ．  ． 

 有・無 有・無 
市内 

市外 

市内 

市外  

  大・昭・平・令 
 
   ．  ． 

 有・無 有・無 
市内 

市外 

市内 

市外  

  大・昭・平・令 
 
   ．  ． 

 有・無 有・無 
市内 

市外 

市内 

市外 

 
 

  大・昭・平・令 
 
   ．  ． 

 有・無 有・無 
市内 

市外 

市内 

市外  

  大・昭・平・令 
 
   ．  ． 

 有・無 有・無 
市内 

市外 

市内 

市外  

 

 

学
校
記
入
欄 

 

印 

 

 

 

 

 

家族情報について（チェック☑してください。）※令和７年４月１日現在の状況を記入（令和７年４月１日以降に提出する場合は、その時点の状況を記入） 

 ひとり親家庭である（祖父母と同居の場合も含む） □ いいえ  □ はい  

 祖父母等、住民票が別世帯の同居人がいる □ いいえ  □ はい ⇒   上の世帯状況欄に同居者全員を書いてください。 

 進学などで、同一生計で別居している家族がいる □ いいえ  □ はい ⇒ 上の世帯状況欄に別居している家族を書いてください。 

 父母が単身赴任などで他の場所に住んでいる □ いいえ  □ はい ⇒ 上の世帯状況欄に書き、次の欄も書いてください。 

 ※赴任先の光熱水費等の領収書を添付してください。 （住所：                      氏名：           ） 

 

令和７年度在籍開始日 

４月 １日・  月  日 

４～６月 
４月 １日 

月   日 

認定 

不認定 

７～３月 
７月 １日 

月   日 

認定 

不認定 

 

申
請
者
・
振
替
依
頼
人 

 

保護者氏名                             

振込先口座（口座は申請者と同じ名義に限ります。） 

金融機関名 店舗名 

電話番号  自宅・携帯 （    ）      ―      普通預金 口座番号        

〒 

現住所 

口座名義（カタカナで記入してください。） 

 

 

受付印 

異動月日・理由 

月    日  

月    日  

月   日  

 

 

                        

令和７年度就学援助費申請書（兼 請求書・口座振替依頼書・世帯票）（ 新規 ・ 継続 ）    

（あて先） 広島市教育長・広島市会計管理者                     
私は、次の理由により、扶養している下記の児童又は生徒に係る就学援助費の支給を受けたいので、 

「委任・承諾」欄について同意し、必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて申請します。 

また、私が支給を受ける就学援助費を指定の口座に振り替えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委
任
・
承
諾 

１ 就学援助の認定に際し、教育長が必要と認める場合には、私及び私の属する世帯の世帯員（住民基本台帳が別世帯で生計を同一にする者を含む。

以下同じ。）の以下の事項について同意します。なお、このことについて、私の属する世帯の世帯員の同意を得ています。 
⑴所得額及び所得控除額等市民税の課税上把握されている情報を市民税担当課に確認の上で利用すること。 
⑵住民基本台帳の住民情報及び上記申請理由の各制度の受給状況等の情報を各関係機関に確認の上で利用すること。 

⑶この申請に関係する就学の状況、就学援助の認定及び支給に関する情報について、広島市と関係市町村との間で調査・確認すること。 
２ 認定後は、就学援助費について、在籍校の校長を代理人として定め、次の事項を委任します。 

⑴就学援助費の受領（ただし、保護者が直接援助費を受け取る必要がある場合を除く。) 

⑵就学援助費の請求、過誤払金の返納並びに復代理人選任の権限 
３ 認定後は、就学援助費にかかる学校口座に生じる利子の放棄を承諾します。 
４ 認定後は、広島市が取り扱う広島市放課後児童クラブ利用料金に係る決定に際して、就学援助の認定に関する情報を広島市こども未来局放課後対

策課へ提供することに同意します。 

今年になって世帯の収入が激減した、被

災した、離婚協議中で別居しているなど

具体的に記入してください。 

（支出面の増は対象になりません。） 

提出日:令和  年  月  日 

（国立、県立、私立の小学校・中学校用） 



 

 

 

新規の方、継続の方で口座を変更する場合 

申請者名義の普通口座の通帳のコピー（銀行名・支店名 

・口座番号・カナ口座名義が分かる部分のみ）を貼り付 

けてください。 

 

継続の方で同じ口座の場合 

通帳のコピーは必要ありません。 

 

※小学校６年生時に就学援助を認定されていた場合、 

中学進学時は「継続」になります。 

 

※兄姉と同じ学校に入学する新入生で、 

兄姉と同時に申請する場合は「継続」になります。 

 

※新小学校１年生で同じ学校に兄姉がいない場合は全て 

「新規」になります。 

 

 

インターネットバンキング等を利用されている方で 

通帳を発行されていない方 
 

申請者名義の銀行名・支店名・口座番号・カナ口座 

名義が表示されている画面（スマートフォンのスク 

リーンショットでも可）を印刷して、貼り付けてく 

ださい。 

 

 

（ 令和７年度就学援助費申請書 裏面 ） 

通帳のコピーの貼付欄 
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就学援助費申請書の記入について 

１ 広島市に住所がある方（広島市で課税されている方）は、所得の証明書類は提出する必要はありません。（２ページ参照） 

２ この申請書は、令和７年度に兄弟姉妹が中学校と小学校に在学する場合、それぞれの学校に提出してください。 

３ 「世帯状況」の欄には、令和７年４月１日の時点で児童又は生徒と生計を同一にする者全員について記入してください。 

  原則、住民票を別にされている場合でも、実際に同居している方は全て生計同一として記入してください。 

 

 

き

り

と

り

線 

「新規」と「継続」の判断がつかない場合は、 

申請書（裏面）を参考にしてください。 

・「新規」の方は、通帳のコピー（銀行名・支店名・口座番号・カナ口座名義が

分かる部分のみ）を申請書の裏面に貼り付けて提出してください。 

・「継続」の方で口座を変更する場合も「新規」の方と同様に提出してください。 

・市外に住所があった方で、申請理 

由が９番の場合は、所得の証明書類 

を一緒に提出してください 

（令和６年１月１日時点又は令和７

年１月１日時点で高校生以下だった

方は不要です。）。 

・令和７年度分の証明書類は、６月 

以降に追加で学校に提出してくださ

い。 

令和６年・令和７年１月１日現在市外に住所がある方で、申請理由９番の場合は、

所得の証明書類を提出してください。 

新年度の学年 

＜ 記 入 例 ＞ 

小・中学校ごとに申請書を提出す

るので、この例では中学校にも別

途提出が必要になります。 

提出した日 

児童生徒が申請者と別居している場

合、生計に関する申立書が必要です 

（学校へお尋ねください。）。 

収入の有無について「○」をつけてください。 

・収入が全くなかった方は、「無」に「○」 

（遺族年金・障害年金・養育費は収入と 

して扱いません。） 

・収入があった方は、「有」に「○」 

申請者は父母のどちらでも可 

口座は申請者と同じ名義に限ります。 

「継続」の方で、前年度と同じ口座を用いる場

合でも、必ず記入してください。 

※振込先は日本国内で預金を取り扱う全ての金 

融機関の国内本支店を指定いただけます。 

 

全ての質問にチェックし、

「はい」の場合は世帯状況

欄に記入してください。 


